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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

    ２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

    ３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。  

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第135期

第３四半期連結
累計期間 

第136期
第３四半期連結

累計期間 

第135期
第３四半期連結

会計期間 

第136期 
第３四半期連結 

会計期間 
第135期

会計期間 

自平成21年
１月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成22年
１月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成21年
７月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成22年 
７月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成21年
１月１日 

至平成21年 
12月31日 

売上高（百万円）  34,928  38,550  10,347  12,034  48,278

経常利益（百万円）  2,317  4,656  286  1,380  3,792

四半期（当期）純利益（百万円）  1,399  2,657  122  855  2,354

純資産額（百万円） － －  43,180  44,107  43,479

総資産額（百万円） － －  60,224  62,630  61,590

１株当たり純資産額（円） － －  1,363.65  1,444.47  1,393.59

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 44.55  86.54  3.90  28.03  75.07

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －  －  －

自己資本比率（％） － －  71.0  69.5  69.8

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 5,582  5,005 － －  7,454

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △1,957  △949 － －  △2,479

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △600  △1,789 － －  △1,360

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
－ －  12,615  15,277  13,268

従業員数（人） － －  2,670  2,779  2,757
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 当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。  

  

 当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

（１）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時雇用者数（定年後再雇用の契約社員、パート含む。）は、（ ）内に当第３四半

期連結会計期間の平均人員数を外数で記載しております。 

  

（２）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（定年後再雇用の契約社員、パート含む。）は、（ ）内に当第３四半期会計期間の平均人員数を外数

で記載しております。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年９月30日現在

従業員数（人） 2,779 ( ) 1,471

  平成22年９月30日現在

従業員数（人） 561 ( ) 174
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（１）生産実績 

 当第３四半期連結会計期間の生産実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（２）受注状況 

 当社グループ（当社及び連結子会社。以下同じ）は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

（３）販売実績 

 当第３四半期連結会計期間の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。  

  

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

（１）業績の状況   

 当第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）の我が国経済は、世界経済の改善や各

種の政策効果などを背景に企業収益の改善が続き、景気の自立的回復に向けた動きもみられるようになりましたが、

欧米経済の下振れ懸念から円高が急激に進行し、雇用情勢の悪化懸念も払拭できず、この結果景気を下押しするリス

クが高まった状況で推移しました。 

 当社グループの属する筆記具業界におきましても、一昨年秋のリーマンショック後の世界的な在庫調整の反動か

ら、一部の法人需要や輸出に明るさがみられましたが、デフレの状況下で個人消費は依然として低迷しており、引き

続き厳しい状態が続きました。 

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

事業部門の名称 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％）

筆記具及び筆記具周辺商品事業 （百万円）  10,268  147.5

その他の事業 （百万円）  206  83.2

合計 （百万円）  10,475  145.3

事業部門の名称 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％）

筆記具及び筆記具周辺商品事業 （百万円）  11,332  117.1

その他の事業 （百万円）  701  104.1

合計 （百万円）  12,034  116.3

相手先 

前第３四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

SANFORD CORPORATION  856  8.3  1,724  14.3

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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 このような状況の中、当社グループは「“クセになるなめらかな書き味”で大好評の油性ボールペンJETSTREAM」

や、「自分にあった機能とスタイルを選べる筆記具STYLE-FIT」などのシリーズを一層充実させ、高付加価値で魅力

的な商品の発売に努めて来ました。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は120億34百万円（前年同期比16.3%増）となりました。また、営業

利益は14億51百万円（前年同期比370.1%増）、経常利益は13億80百万円（前年同期比382.4%増）、四半期純利益は 

８億55百万円（前年同期比598.7%増）と増収増益となりました。 

 事業部門別の状況につきましては、筆記具及び筆記具周辺商品事業部門では、業績が改善し売上高113億32百万円

（前年同期比17.1%増）となりました。また、その他の事業部門も同様に改善し売上高７億１百万円（前年同期比 

4.1%増）となりました。 

 所在地別セグメントの状況は次の通りです。 

 日本は国内売上高の増加と輸出の持ち直しによる生産増加により、売上高96億69百万円（前年同期比16.0%増）と

なりました。アジアは香港・韓国・台湾の販売子会社の業績が堅調で、売上高16億92百万円（前年同期比18.1%増）

となりました。また、その他の地域も、堅調な売上に支えられた結果、売上高６億72百万円（前年同期比16.3%増）

となりました。 

  

（２）財政状態 

 当第３四半期連結会計期間末において、総資産は626億30百万円となり、前連結会計年度末と比べ10億40百万円の

増加となりました。これは主に現金及び預金の増加と有形固定資産の減少によるものです。負債は185億22百万円と

なり、前連結会計年度末と比べて４億11百万円増加しました。これは主として支払手形及び買掛金の増加によるもの

です。また、純資産は441億７百万円となり、前連結会計年度末に比べて６億28百万円の増加となりました。これ

は、主に四半期純利益によるものです。   

  

（３）キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の状況は以下のとおりです。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

  営業活動により得た資金は３億40百万円（前年同期比２億29百万円の減少）となりました。主な内訳は、税金等

 調整前四半期純利益12億60百万円、減価償却費４億78百万円、たな卸資産の増加額７億81百万円です。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

  投資活動に使用した資金は２億58百万円（前年同期比４億１百万円の減少）となりました。主な内訳は、固定 

 資産の取得による支出１億71百万円です。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

  財務活動に使用した資金は11億67百万円（前年同期比11億27百万円の増加）となりました。主な内訳は、自己 

 株式の取得による支出９億70百万円、配当金の支払による支出３億７百万円です。 

  

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における資金は、第２四半期連結会計期間末に比べて11億67百万円減少

し、152億77百万円となりました。 
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（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 なお、当社は「会社の支配に関する基本方針」を定めており、その内容の概要は以下の通りであります。  

① 基本方針の内容 

 当社は、「最高の品質こそ最大のサービス」を社是に掲げ、明治20年（1887年）の創業以来、一世紀以上の長きに

亘る最高品質の製品を通じた筆記具事業と、筆記具事業で培った技術を応用した新規事業との相乗効果による企業価

値の向上に努めてまいりました。一方、当社の株主のあり方については、当社株式の自由な取引を通じて決定される

ものであると考えており、当社の支配権の移転を伴う買収提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意

思に基づき行われるべきものと考えております。しかしながら、当社の企業価値をこれからも継続的に向上させてい

くためには、「最高の品質こそ最大のサービス」という社是の具現化に努め、品質向上、技術革新を怠らないことが

重要であり、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値

ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えま

す。  

 従って、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する当社株式の大量買付けを行う者は、当社の財務および事業の

方針を決定する者として不適切であり、このような者による当社株式の大量買付けに対しては、必要かつ相当な対抗

措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。 

② 基本方針の実現に資する取り組み 

 当社は、基本方針の実現に資する取り組みとして以下の施策を実施し、当社の企業価値の向上に努めております。

イ．中期３ヵ年計画のスタート 

 当社は、平成22年１月より「グループ資源の最適配分による競争力の再強化」を基本方針とする平成24年までの中

期３ヵ年経営計画をスタートさせました。その重点方針として「筆記具事業の強化」、「既存オペレーションの効率

化」、「新規事業と新規分野開拓の強化」、「学習する組織と人材の育成」の４つを掲げ、企業価値向上に取り組ん

でおります。 

ロ．コーポレート・ガバナンスの強化 

 当社は、透明性の高い公正な経営を実現すべく、取締役の任期を１年とし、かつ社外取締役を選任することにより

経営に対する監視機能の強化を図っております。また、監査役につきましては、社外監査役２名を含む４名により監

査役会を構成し、取締役の職務執行の監査を行っております。当社は、このように、社外取締役と社外監査役による

当社経営に対する監督・監視機能の充実を図り、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。 

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため  

  の取り組み 

 当社は、平成22年２月15日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）

を、株主の皆様の承認を条件として、従前の内容を一部変更の上改定することを決議し、同年３月26日開催の第135

回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）において、当該対応策を改定することの承認を得ており

ます（以下、改定後の当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を「本プラン」といいます）。 

 なお、当社は、平成19年２月19日開催の当社取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収

防衛策）（以下、「旧プラン」といいます。）の導入を決議し、旧プランは、平成19年３月29日開催の第132回定時

株主総会、平成20年３月27日開催の第133回定時株主総会および平成21年３月27日開催の第134回定時株主総会におい

て旧プランに賛同する取締役全員の選任決議を通じて株主の皆様にご承認をいただいてまいりましたが、本定時株主

総会終結の時をもって有効期間の満了により失効いたしました。 

 また、旧プランから本プランへの主な変更点は、以下のとおりです。 

イ．上記のとおり、旧プランについては、旧プランに賛同する取締役全員の選任決議を通じて株主の皆様にご承認を

いただいてまいりましたが、本プランについては、本定時株主総会において、定款変更を行って本プランの導入

を株主総会決議事項とした上で、本プランの導入自体を決議することにより、株主の皆様に本プランの導入をご

承認いただきました。 

ロ．旧プランにおいては、独立委員会の評価検討期間を原則として60営業日としておりましたが、本プランにおいて

は、評価検討期間を暦日ベースといたしました。また、対価を円貨の現金のみとした買付上限株数を設けない公

開買付けによる大量買付けと、それ以外の方法による大量買付けとの間には、評価検討に要する期間に差異があ

ると考えられることから、本プランにおいては、評価検討期間を、前者については原則として最長60日間、後者

については原則として最長90日間といたしました。 

ハ．旧プランでは、対抗措置の発動の手続として、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重して、その発動の

是非を判断することを基本としていましたが、本プランでは、この手続に加えて、（１）独立委員会が対抗措置

の実施に際して、予め株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した場合、または（２）当社取締役会が、一定の

状況の下で、株主総会に諮ることが適切と判断する場合には、株主総会を招集し、対抗措置の実施に関する議案

を株主総会に上程することができるものといたしました。 
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 本プランは、当社株式の大規模買付行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な

情報や時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保すること等により、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を確保・向上させることを目的としております。 

 本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求める等、上

記の目的を実現するために必要な手続を定めております。買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会また

は当社株主総会において本プランを発動しない旨が決定された場合に、当該決定時以降に限り当社株券等の大量買付

けを行うことができるものとされています。 

 買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量買付けが当社の企業価値・株主共同の利益

を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、当社は、買収者等による権利行使は

原則として認められないとの行使条件および当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得でき

る旨の取得条項が付された新株予約権を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法に

より割り当てます。 

 当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、取締役の恣意

的判断を排するため、当社経営陣から独立した社外取締役等のみから構成される独立委員会を設置し、その客観的な

判断を経るものとしつつ、取締役会においても慎重な判断を行うものとしております。また、当社取締役会は、これ

に加えて、本プラン所定の発動要件を満たす場合には、株主総会を開催し、新株予約権の無償割当てその他法令およ

び当社定款において認められる対抗措置の実施に関する株主の皆様の意思を確認することがあります。 

 なお、本プランの有効期間は、本定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

株主総会の終結の時までとします。 

④ 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断およびその理由 

 当社の中期３ヵ年経営計画をはじめとする企業価値向上のための取組みやコーポレート・ガバナンスの強化といっ

た各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定された

ものであり、まさに基本方針の実現に資するものです。従って、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共

同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

 本プランは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものであり、同じく基

本方針に沿うものです。また、本プランは経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値ひいては

株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を全て充足していること、本プラ

ンは、本定時株主総会において株主の承認を得たうえ更新されたものであること、当社の業務執行を行う経営陣から

独立した社外取締役等のみから構成される独立委員会が設置されており、本プランの発動に際しては独立委員会によ

る勧告を経ることが必要とされていること、本プランの内容として発動に関する合理的かつ客観的な要件が設定され

ていること、有効期間が約３年間と定められた上、株主総会又は取締役会によりいつでも廃止できるとされているこ

と、さらに、当社取締役の任期は１年とされていること等により、その公正性・客観性が担保されており、企業価値

ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。 

  

（５）研究開発活動 

 当第３四半期連結会計期間における当社グループの研究開発費は６億67百万円であります。 

 なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。  
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（１）主要な設備の状況 

 当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。  

  

（２）設備の新設、除却等の計画 

 当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、

重要な変更はありません。 

 また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。  

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。  

  

  

当第３四半期会計期間において、大株主の異動はありません。 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  136,500,000

計  136,500,000

種類 

第３四半期会計期間末 
現在発行数 
（株） 

（平成22年９月30日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成22年11月10日）

上場金融商品
取引所名又は
登録認可金融
商品取引業協
会名 

内容 

普通株式  33,143,146  33,143,146
東京証券取引所 

（市場第１部） 

権利内容に何ら限定のない当社におけ

る標準となる株式であり、単元株式数

は100株であります。 

計   33,143,146  33,143,146 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

（株） 

発行済株式
総数残高 

（株） 

資本金増減額
  

（百万円） 

資本金残高
  

（百万円） 

資本準備金 
増減額 
（百万円） 

資本準備金
残高 
（百万円） 

平成22年７月１日～ 

 平成22年９月30日 
 －  33,143,146  －  4,497  －  3,582

（６）【大株主の状況】
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①【発行済株式】 

平成22年９月30日現在 

  

②【自己株式等】 

平成22年９月30日現在 

  

（７）【議決権の状況】

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 

普通株式      1,803,200
－ － 

（相互保有株式） 

普通株式      1,323,000
－ － 

完全議決権株式（その他） 普通株式    29,973,800 299,738 － 

単元未満株式 普通株式       43,146 － － 

発行済株式総数 33,143,146 － － 

総株主の議決権 － 299,738 － 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 

自己名義 

所有株式数

（株） 

他人名義 

所有株式数

（株） 

所有株式数

の合計

（株） 

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合

（％） 

（自己保有株式）          

三菱鉛筆㈱ 
東京都品川区東大井五丁目23番

37号 
1,803,200  － 1,803,200 5.44

（相互保有株式）          

三菱鉛筆群馬県販売㈱
群馬県前橋市問屋町二丁目６番

３号 
25,000  － 25,000 0.07

三菱鉛筆東京販売㈱ 
東京都墨田区太平四丁目３番８

号 
564,600  － 564,600 1.70

三菱鉛筆九州販売㈱ 
福岡県福岡市博多区吉塚二丁目

20番21号 
268,400  － 268,400 0.80

㈱ユニ物流 
東京都品川区東大井五丁目23番

37号 
465,000  － 465,000 1.40

計 － 3,126,200  － 3,126,200 9.43
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【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものであります。 

  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。  

  

２【株価の推移】

月別 
平成22年 
１月 

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円）  1,217  1,241  1,406  1,452  1,368  1,331  1,285  1,428  1,569

最低（円）  1,130  1,090  1,201  1,344  1,180  1,198  1,137  1,266  1,366

３【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平

成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表については、あずさ監査法人による四半期レビューを受け、また当第３四半期連結会計期間（平成22

年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 

 なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人と

なっております。  

  

第５【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,566 13,358

受取手形及び売掛金 13,587 13,461

たな卸資産 ※1  10,410 ※1  9,682

その他 1,703 1,770

貸倒引当金 △152 △160

流動資産合計 41,114 38,112

固定資産   

有形固定資産 ※2  12,690 ※2  13,809

無形固定資産 141 169

投資その他の資産   

投資有価証券 6,188 6,768

その他 2,506 2,730

貸倒引当金 △12 △0

投資その他の資産合計 8,683 9,498

固定資産合計 21,515 23,477

資産合計 62,630 61,590
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,666 7,173

短期借入金 1,525 1,693

未払法人税等 857 496

賞与引当金 903 332

返品引当金 63 57

その他 3,092 3,881

流動負債合計 14,108 13,635

固定負債   

長期借入金 37 29

退職給付引当金 2,805 2,768

役員退職慰労引当金 619 613

負ののれん 229 278

その他 722 784

固定負債合計 4,414 4,475

負債合計 18,522 18,110

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,497 4,497

資本剰余金 3,588 3,582

利益剰余金 38,143 36,131

自己株式 △2,971 △2,020

株主資本合計 43,258 42,191

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,219 1,337

繰延ヘッジ損益 18 △7

為替換算調整勘定 △940 △541

評価・換算差額等合計 297 788

少数株主持分 551 499

純資産合計 44,107 43,479

負債純資産合計 62,630 61,590

- 13 -



（２）【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 34,928 38,550

売上原価 20,389 20,810

売上総利益 14,539 17,739

販売費及び一般管理費 ※1  12,623 ※1  13,116

営業利益 1,915 4,623

営業外収益   

受取利息 8 9

受取配当金 100 103

受取地代家賃 117 110

負ののれん償却額 61 49

その他 229 99

営業外収益合計 516 372

営業外費用   

支払利息 19 18

持分法による投資損失 0 1

為替差損 － 227

シンジケートローン手数料 42 22

その他 52 69

営業外費用合計 115 339

経常利益 2,317 4,656

特別利益   

固定資産売却益 － 10

貸倒引当金戻入額 1 16

投資有価証券売却益 － 16

連結子会社所有の親会社株式売却益 － 0

過年度租税公課 － 18

特別利益合計 1 62

特別損失   

固定資産除売却損 18 70

減損損失 － 82

投資有価証券評価損 － 468

出資金評価損 11 －

過年度租税公課 82 －

役員退職慰労金 25 25

特別損失合計 136 646

税金等調整前四半期純利益 2,182 4,072

法人税等 ※2  699 ※2  1,302

少数株主利益 83 112

四半期純利益 1,399 2,657
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 10,347 12,034

売上原価 5,930 6,394

売上総利益 4,417 5,639

販売費及び一般管理費 ※1  4,108 ※1  4,188

営業利益 308 1,451

営業外収益   

受取利息 △0 3

受取配当金 1 2

受取地代家賃 40 36

負ののれん償却額 15 16

為替差益 △118 －

その他 58 14

営業外収益合計 △1 73

営業外費用   

支払利息 5 3

持分法による投資損失 △10 △5

為替差損 － 120

シンジケートローン手数料 － 4

その他 26 20

営業外費用合計 20 144

経常利益 286 1,380

特別利益   

固定資産売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 1 10

連結子会社所有の親会社株式売却益 － 0

過年度租税公課 － 18

特別利益合計 1 28

特別損失   

固定資産除売却損 2 3

減損損失 － 82

投資有価証券評価損 － 62

過年度租税公課 44 －

役員退職慰労金 25 －

特別損失合計 72 148

税金等調整前四半期純利益 215 1,260

法人税等 ※2  76 ※2  390

少数株主利益 16 15

四半期純利益 122 855

- 15 -



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,182 4,072

減価償却費 1,531 1,415

減損損失 － 82

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） △146 38

前払年金費用の増減額（△は増加） 245 206

受取利息及び受取配当金 △108 △112

支払利息 19 18

為替差損益（△は益） △51 146

持分法による投資損益（△は益） 0 1

投資有価証券売却損益（△は益） － △16

投資有価証券評価損益（△は益） － 468

売上債権の増減額（△は増加） 3,333 △371

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,395 △885

仕入債務の増減額（△は減少） △3,220 508

未収消費税等の増減額（△は増加） 400 △9

その他 △364 316

小計 6,212 5,885

利息及び配当金の受取額 110 112

利息の支払額 △17 △18

法人税等の支払額 △723 △974

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,582 5,005

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △1,809 △691

固定資産の売却による収入 0 48

投資有価証券の取得による支出 △36 △102

投資有価証券の売却による収入 － 28

貸付けによる支出 △19 △21

貸付金の回収による収入 21 15

その他 △115 △225

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,957 △949

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 16 △172

長期借入れによる収入 4 30

長期借入金の返済による支出 △26 △16

自己株式の取得による支出 △1 △976

自己株式の売却による収入 － 24

配当金の支払額 △592 △645

少数株主への配当金の支払額 △0 △30

その他 0 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △600 △1,789

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,028 2,008

現金及び現金同等物の期首残高 9,587 13,268

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  12,615 ※1  15,277
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  該当事項はありません。 

  

  

  

  

   

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

【簡便な会計処理】

  
当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

１．たな卸資産の評価方法  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四

半期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっ

ております。  

２．固定資産の減価償却費の

算定方法 

 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定する方法によっております。 

３．法人税等並びに繰延税金

資産及び繰延税金負債の算

定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等や一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において

使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

また、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、一時差異等の発生状

況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業

績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方

法によっております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

１．税金費用の計算  当社及び一部連結子会社の税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連

結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積も

り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前第３四半期連結累計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりまし

た「自己株式の売却による収入」は、重要性が増したため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとしま

した。なお、前第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれる「自己株式の

売却による収入」は０百万円であります。  

当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

（四半期連結損益計算書）  

 前第３四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「シンジケートローン

手数料」は、重要性が増したため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第３四半

期連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「シンジケートローン手数料」は４百万円であります。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年12月31日） 

※１. たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 ※１. たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

  

商品及び製品 百万円5,043

仕掛品  2,307

原材料及び貯蔵品  3,059

  

商品及び製品 百万円3,005

仕掛品  2,167

原材料及び貯蔵品  4,510

※２. 有形固定資産の減価償却累計額は 百万円であ

ります。 

  

36,136 ※２. 有形固定資産の減価償却累計額は 百万円であ

ります。 

  

35,095

３. 債務保証 

金融機関からの借入に対しての債務保証額 

３. 債務保証 

 金融機関からの借入に対しての債務保証額 

  

三菱鉛筆販売協同組合 百万円500

従業員住宅ローン等に 

対する債務保証額  
 69

その他  0

合計  569

  

三菱鉛筆販売協同組合 百万円550

従業員住宅ローン等に 

対する債務保証額 
 77

その他  1

合計  628

４. 受取手形（輸出手形を含む）割引高 百万円266 ４. 受取手形（輸出手形を含む）割引高 百万円133

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

 ※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

    のとおりであります。 

 ※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

    のとおりであります。 

  

販売促進費 百万円1,819

給与手当  3,745

退職給付費用  221

賞与引当金繰入額  263

役員退職慰労引当金繰入額  39

研究開発費  1,962

減価償却費  280

  

販売促進費 百万円2,003

給与手当  3,796

退職給付費用  222

賞与引当金繰入額  270

役員退職慰労引当金繰入額  70

研究開発費  2,056

減価償却費  240

 ※２．「法人税等」は「法人税、住民税及び事業税」と 

    「法人税等調整額」を一括して記載しておりま 

    す。 

 ※２．「法人税等」は「法人税、住民税及び事業税」と 

    「法人税等調整額」を一括して記載しておりま 

    す。 
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前第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

 ※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

    のとおりであります。 

 ※１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

    のとおりであります。 

  

販売促進費 百万円541

貸倒引当金繰入額  △4

給与手当  1,152

退職給付費用  79

賞与引当金繰入額  142

役員退職慰労引当金繰入額  12

研究開発費  697

減価償却費  94   

販売促進費 百万円608

給与手当  1,162

退職給付費用  70

賞与引当金繰入額  172

役員退職慰労引当金繰入額  22

研究開発費  667

減価償却費  80

 ※２．「法人税等」は「法人税、住民税及び事業税」と 

    「法人税等調整額」を一括して記載しておりま 

    す。 

 ※２．「法人税等」は「法人税、住民税及び事業税」と 

    「法人税等調整額」を一括して記載しておりま 

    す。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

   借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年９月30日現在） 

  

 現金及び預金勘定        百万円 12,708

預金期間が３ヶ月を超える定期預金  △92

現金及び現金同等物  12,615

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

   借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年９月30日現在） 

  

 現金及び預金勘定        百万円 15,566

預金期間が３ヶ月を超える定期預金  △289

現金及び現金同等物  15,277
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当第３四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至

平成22年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式 33,143,146株 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式 2,989,281株 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

 配当金支払額 

  

（株主資本等関係）

（決議）  株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日  配当の原資

平成22年２月15日 

取締役会  
普通株式   352  11 平成21年12月31日 平成22年３月29日  利益剰余金

平成22年７月29日 

取締役会  
普通株式   320  10 平成22年６月30日 平成22年９月８日  利益剰余金

- 20 -



前第３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

 筆記具及び筆記具周辺商品事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益

の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成22年１月１日 至平成22年９月30日） 

 筆記具及び筆記具周辺商品事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益

の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

   

（前第３四半期連結会計期間）（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

（当第３四半期連結会計期間）（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……香港、台湾、他 

(2）その他……英国、豪州、他 

  

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
その他

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

              

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  8,335  1,433  578  10,347  －  10,347

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,258  793  0  2,052  △2,052  －

計  9,594  2,226  578  12,400  △2,052  10,347

営業利益又は営業損失（△）  △10  244  13  247  60  308

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
その他

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

              

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  9,669  1,692  672  12,034  －  12,034

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,862  1,219  △0  3,081  △3,081  －

計  11,531  2,911  672  15,115  △3,081  12,034

営業利益又は営業損失（△）  1,206  336  23  1,566  △114  1,451
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（前第３四半期連結累計期間）（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

  

（当第３四半期連結累計期間）（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア……香港、台湾、他 

(2）その他……英国、豪州、他 

  

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
その他

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

              

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  29,039  4,128  1,760  34,928  －  34,928

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,842  2,325  0  6,168  △6,168  －

計  32,881  6,454  1,760  41,096  △6,168  34,928

営業利益又は営業損失（△）  993  630  9  1,633  282  1,915

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
その他

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

              

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  31,789  4,541  2,219  38,550  －  38,550

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 5,027  3,713  0  8,740  △8,740  －

計  36,816  8,255  2,219  47,291  △8,740  38,550

営業利益又は営業損失（△）  3,621  1,056  116  4,794  △171  4,623
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（前第３四半期連結会計期間）（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

（当第３四半期連結会計期間）（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アメリカ………米国、他 

(2）アジア…………香港、台湾、他 

(3）欧州……………英国、他 

(4）その他…………豪州、他 

３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

（前第３四半期連結累計期間）（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

  

（当第３四半期連結累計期間）（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アメリカ………米国、他 

(2）アジア…………香港、台湾、他 

(3）欧州……………英国、他 

(4）その他…………豪州、他 

３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

【海外売上高】

  アメリカ アジア 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円）  925  1,482  1,066  613  4,087

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  －  －  －  －  10,347

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 （％）  9.0  14.3  10.3  5.9  39.5

  アメリカ アジア 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円）  1,902  1,921  1,315  725  5,866

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  －  －  －  －  12,034

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 （％）  15.8  16.0  10.9  6.0  48.7

  アメリカ アジア 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円）  3,540  4,283  3,382  2,597  13,804

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  －  －  －  －  34,928

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 （％）  10.1  12.3  9.7  7.4  39.5

  アメリカ アジア 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高 （百万円）  5,359  5,169  3,920  2,622  17,073

Ⅱ 連結売上高 （百万円）  －  －  －  －  38,550

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 （％）  13.9  13.4  10.2  6.8  44.3
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１．１株当たり純資産額 

  

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

   

 平成22年７月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しております。 

 ①配当金の総額            320百万円 

 ②１株当たり配当額           10円00銭 

 ③基準日            平成22年６月30日 

 ④効力発生日          平成22年９月８日 

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年12月31日） 

１株当たり純資産額 1,444.47円 １株当たり純資産額 1,393.59円

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため、記載を省略しており

ます。 

１株当たり四半期純利益金額 44.55円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため、記載を省略しており

ます。 

１株当たり四半期純利益金額 86.54円

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（百万円）  1,399  2,657

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  1,399  2,657

期中平均株式数（株）  31,420,182  30,705,648

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため、記載を省略しており

ます。 

１株当たり四半期純利益金額 3.90円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため、記載を省略しており

ます。 

１株当たり四半期純利益金額 28.03円

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（百万円）  122  855

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  122  855

期中平均株式数（株）  31,340,044  30,504,631

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年11月12日

三菱鉛筆株式会社 

取締役会 御中 

あずさ監査法人 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 落合 操   印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 植草 寛   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三菱鉛筆株式会

社の平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成

21年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三菱鉛筆株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



  

  

  

  

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年11月10日

三菱鉛筆株式会社 

取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 落合 操   印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 植草 寛   印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三菱鉛筆株式会

社の平成22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成

22年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、三菱鉛筆株式会社及び連結子会社の平成22年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



  

  

【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年11月10日 

【会社名】 三菱鉛筆株式会社 

【英訳名】 MITSUBISHI PENCIL CO., LTD. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役 数原 英一郎 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 東京都品川区東大井五丁目23番37号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



 当社代表取締役 数原英一郎は、当社の第136期第３四半期（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日）の四半

期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

  

 特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】
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